
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
三
十
九
号

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
に
係
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
省
令

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
並
び
に
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
に
係
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
行
政
機
関
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
及
び
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
行
政
機
関
情
報
公
開
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）

に
係
る
手
続
等
を
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組
織
又
は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て

行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
、
並
び
に
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
開
示
請
求
又
は
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を

す
る
場
合
に
お
い
て
開
示
請
求
手
数
料
又
は
開
示
実
施
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
律
及
び
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
特
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
行
政
機
関
情
報
公
開
法
及
び
情
報
通
信
技
術
利
用
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
三
条
　
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
申
請
等
は
、
行
政
機
関
情
報
公
開
法
及
び
行
政
機
関
情
報
公
開
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
と
す

る
。

２
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
前
項
の
申
請
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
行
政
機
関
の
長
が
定
め
る
技
術
的
基

準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
を
行
う

こ
と
を
要
し
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

第
四
条
　
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
処
分
通
知
等
は
、
行
政
機
関
情
報
公
開
法
及
び
行
政
機
関
情
報
公
開
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
通
知
等

と
す
る
。

２
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
前
項
の
処
分
通
知
等
を
し
よ
う
と
す
る
行
政
機
関
の
長
は
、
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
当
該
行
政
機
関
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
削
除

（
開
示
請
求
手
数
料
及
び
開
示
実
施
手
数
料
の
納
付
）

第
六
条
　
行
政
機
関
情
報
公
開
法
施
行
令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
号
に
規
定
す
る
開
示
請
求
又
は
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に

よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
行
政
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
納
付
さ
せ
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方
法
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る

方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
行
政
機
関
の
長
が
指
定
す
る
書
面
に
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
す
る
方
法

二
　
行
政
機
関
情
報
公
開
法
施
行
令
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
行
政
機
関
又
は
部
局
若
し
く
は
機
関
に
あ
っ
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
手
数
料
の
納
付
手
続
の
特

例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
財
務
省
令
第
十
号
）
別
紙
書
式
の
納
付
書
に
よ
り
納
付
す
る
方
法

三
　
行
政
機
関
の
長
が
行
政
機
関
情
報
公
開
法
施
行
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
行
政
機
関
又
は
そ
の
部
局
若
し
く
は
機
関
の
事
務
所
（
当
該
公
示
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て

現
金
で
納
付
す
る
方
法

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
機
関
の
長
は
、
前
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
行
政
機
関
情
報
公
開
法
施
行
令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法
と
し
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
七
条
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
情
報
公
開
法
及
び
行
政
機
関
情
報
公
開
法
施
行
令
に
規
定
す
る
手
続
等
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
又
は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
必
要
な
事
項
は
、

行
政
機
関
の
長
が
定
め
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
は
「
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
七
日
総
務
省
令
第
一
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
二
七
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
二
九
日
総
務
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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